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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
者
に
対
す
る
身
辺
調
査
に
関
す
る
再
質
問
に
対
し
、
別
紙
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弁
書
を
送
付
す
る
。
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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
情
報
公
開
法
に
基
づ
く
開
示
請
求
者
に
対
す
る
身
辺
調
査
に
関
す
る
再
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二

条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
機
関
（
以
下
「
対
象
行
政
機
関
」
と
い
う
。
）
は
、
現
在
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

内
閣
官
房
、
内
閣
法
制
局
、
安
全
保
障
会
議
、
高
度
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
社
会
推
進
戦
略
本
部
、
特
殊
法
人
等
改
革

推
進
本
部
、
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
、
都
市
再
生
本
部
、
人
事
院
、
内
閣
府
、
宮
内
庁
、
国
家
公
安
委
員
会
、
防
衛
庁
、

防
衛
施
設
庁
、
金
融
庁
、
総
務
省
、
公
正
取
引
委
員
会
、
公
害
等
調
整
委
員
会
、
郵
政
事
業
庁
、
消
防
庁
、
法
務
省
、
司
法

試
験
管
理
委
員
会
、
公
安
審
査
委
員
会
、
公
安
調
査
庁
、
外
務
省
、
財
務
省
、
国
税
庁
、
文
部
科
学
省
、
文
化
庁
、
厚
生
労

働
省
、
中
央
労
働
委
員
会
、
社
会
保
険
庁
、
農
林
水
産
省
、
食
糧
庁
、
林
野
庁
、
水
産
庁
、
経
済
産
業
省
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ

ー
庁
、
特
許
庁
、
中
小
企
業
庁
、
国
土
交
通
省
、
船
員
労
働
委
員
会
、
気
象
庁
、
海
上
保
安
庁
、
海
難
審
判
庁
、
環
境
省
、

警
察
庁
、
国
立
大
学
、
大
学
共
同
利
用
機
関
、
大
学
評
価
・
学
位
授
与
機
構
、
国
立
学
校
財
務
セ
ン
タ
ー
、
検
察
庁
、
会
計

検
査
院

一



二
に
つ
い
て

総
務
省
に
お
い
て
は
、
対
象
行
政
機
関
に
対
し
て
、
お
尋
ね
の
開
示
請
求
者
身
辺
資
料
に
関
し
て
、
平
成
十
四
年
六
月
十

二
日
現
在
、
お
尋
ね
の
�
の
事
項
、
�
の
う
ち
の
内
容
及
び
�
の
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
�
の
う
ち
の
対
象
人
数
及
び
�
か
ら
�
ま
で
の
事
項
に
つ
い
て
は
調
査
を
行
っ
て
い
な
い
。

な
お
、
総
務
省
に
お
い
て
は
、
右
の
調
査
が
終
了
し
た
段
階
に
お
い
て
、
そ
の
結
果
を
取
り
ま
と
め
、
公
表
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
調
査
の
終
了
の
時
期
に
つ
い
て
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
な
お
、
調
査
の
終
了
以
前
に
お
い
て
も
、
調
査
に
よ
っ
て
判
明
し
た
事
実
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
れ
ば
、
こ

れ
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
速
や
か
に
公
表
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

二


